
（※1）簡易課税方式に該当するかは、消費税の確定申告書を確認してください。

　　 　 下の赤枠で囲んでいる箇所に「簡易課税用」と記載されています。

（はい）

（いいえ）
（いいえ）

（はい）

（いいえ）

（いいえ）

（いいえ）

公益法人等である（※2）

（※2）社会医療法人、日本赤十字

　社、学校法人等が該当します。

　詳しくは消費税法別表第三を

　御確認ください。

〇消費税仕入控除税額に係るフローチャート

消費税の確定申告義務がある
（１）返還額が０円

（仕入控除税額０円）

簡易課税方式で報告している （※1）
（２）返還額が０円

（仕入控除税額０円）

（※3）①～③のいずれに該当するかは、消費税の確定申告書を確認してください。

　　　  下の赤枠で囲んでいる箇所に「控除税額の計算方法」が記載されています。

　　　 ・「個別対応方式」 →【仕入控除税額（返還額）がある場合】の③

　　　 ・「一括比例配分方式」 →【仕入控除税額（返還額）がある場合】の②

　　　 ・「全額控除」 →【仕入控除税額（返還額）がある場合】の①

（６）返還額あり（仕入控除税額あり）

　様式「別紙概要」中、【仕入控除税額（返還額）がある場合】の

　①～③のいずれかに○をつけてください。（※3）

特定収入割合が５％を超える
（３）返還額が０円

（仕入控除税額０円）

補助対象経費は人件費等の

非課税仕入のみである

（４）返還額が０円

（仕入控除税額０円）

個別対応方式で、対象経費に係

る消費税等を非課税売上のみに

要するものとして申告している

（５）返還額が０円

（仕入控除税額０円）

（はい）

（はい）

（はい）

（はい）

（いいえ）


